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事後審査型制限付き一般競争入札共通事項 

（郵便入札：物品用） 

 

１ 入札に参加できる者に必要な資格要件 

(1) 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)（以下「自治令」という。）第１６７

条の４第１項の規定に該当していないこと。 

(2) 自治令第１６７条の４第２項の規定に基づく宇都宮市の入札参加制限を受けてい

ないこと。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の

申立てがなされていない者であること。 

ただし，手続開始の決定後，市長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者は

除く。 

(4) 宇都宮市入札参加停止等措置要領に基づく入札参加保留又は入札参加停止期間中

でないこと。 

 

２ 競争入札参加手続等 

(1) 事後審査型制限付き一般競争入札に参加を希望する者は，あらかじめ，次により，

入札書送付用の指定封筒を契約課窓口にて受領すること。 

① 提出書類 

・入札用封筒交付申請書 

上記申請書の交付は，市のホームページからのダウンロードを原則とし，契約

課窓口での交付は行わない。 

宇都宮市ホームページ  http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/ 

② 交付場所 

・宇都宮市理財部契約課（５階） 

・申請書は持参とし，郵送又は電送によるものは受付ない。 

 

３ 仕様書等 

   仕様書については，市のホームページ等からダウンロードすることができる。また，

見本品や印刷原稿がある場合は契約課にて閲覧し、事前に確認すること。 

 

４ 説明会：行わない。 

 

５ 入札方法及び留意事項 

(1) 入札は郵便入札によるものとし，持参によるものは認めない。 

(2) 紙入札は，「一般書留」，「簡易書留」のいずれかによること。 

(3) 宛先は，日本郵便株式会社 宇都宮中央郵便局留 宇都宮市役所契約課行とする

こと。 

(4) 入札書は，郵便入札用の指定様式を使用すること。 

(5) 郵送する封筒は，郵便入札用の指定封筒を使用すること。 

(6) 指定された提出期限日までに日本郵便株式会社 宇都宮中央郵便局必着とするこ

と。 

(7) 入札に際しては，地方自治法（昭和２２年法律第６７号），同施行令，宇都宮市財
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務関係規則，宇都宮市物品購入等事後審査型制限付き一般競争入札実施要領，宇都宮

市物品購入等競争入札参加者心得等を守ること。 

(8) 入札に際しては，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号）等に抵触する行為をしないこと。 

(9) 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額（以下「入札価格」という。）に

当該金額の１００分の１０（消費税及び地方消費税に係る軽源税率対象については１

００分の８）に相当する額を加算した金額（単価契約の場合を除き，当該金額に１円

未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価

格とするので，入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の１１０分の１００（消費税及び地方

消費税に係る軽源税率対象については１０８分の１００）に相当する金額を入札書に

記載すること。 

(10) 提出した入札書の書換え，引換え又は撤回は認めない。 

(11) 入札回数は２回とする。ただし，２回の入札により予定価格に達する者がいない

場合は，随意契約へ移行することができるものとし，有効な最低価格者から見積を徴

取する。なお，見積回数は，最大３回までとする。 

(12) 再度の入札に付する場合 

   次に該当した場合は，再度の入札に付するものとする。 

その場合の入札書提出期限は再度の入札参加対象者あてに連絡する。 

① 落札候補者がいないが，予定価格を超えて入札した者がいる場合 

② 事後審査の結果，全ての落札候補者が失格となったが，予定価格を超えて入札

した者がいる場合 

(13) 落札者の決定方法 

開札の結果，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札（最低制限

価格制度を採用した場合これに従う）を行った者を落札候補者とし，その者から徴取

した入札参加資格確認書類の審査の結果，入札参加資格要件を満たしている場合には，

当該落札候補者を落札者とする。満たしていない場合には，次順位者から順次審査を

行い適格者が確認できるまで行うものとする。 

なお，随意契約に移行する場合は，その者の入札参加資格要件について審査を行い，

見積金額が予定価格の制限の範囲内（最低制限価格制度を採用した場合これに従う）

であれば，決定とする。 

 

６ 開札の立会 

立会人は，入札参加者から抽選により１人を選定する。 

選定された立会人には，立会人選定通知書を指定した期日に通知（電話及びファク

シミリ）する。 

ただし，上記立会人は，開札日を同じくする郵便入札が複数件あり必要と認められ

た場合には，当該入札を含む連続する他の案件の立会人を兼務することができるもの

とし，兼務となった入札の参加者からは立会人は選定しないものとする。 

 

７ 契約保証金 ： 免除 

 

８ 入札担当職員 ： 契約課長 
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９ 入札参加資格の確認等 

(1) 入札参加資格確認手続 

開札後に，落札者とするための入札参加資格の確認を行うので，落札候補者は，次

により，入札参加資格確認の審査を受けなければならない。 

① 入札参加資格確認書類 

・事後審査型制限付き一般競争入札参加資格要件確認申請書 

・事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書により求められている書類 

② 入札参加資格確認書類の交付 

・入札参加資格確認申請書は，ホームページからのダウンロードを原則とし，契

約課窓口での交付は行わない。 

(2) 入札参加資格確認書類（以下「確認書類」という。）の提出期限及び提出場所等 

① 提出期限 

・確認書類の提出を求められた日の翌日から起算して２日以内（市の休日を除く。）とする。 

② 提出場所：宇都宮市理財部契約課（５階） 

③ 提出方法 

・持参とし，郵送又は電送によるものは受付ない。 

(3) 入札参加資格の確認に基づく落札の可否については，確認書類が提出された日の

翌日から起算して原則２日以内（市の休日を除く。）に通知する。 

(4) 落札候補者は，入札参加資格を有すると認められなかった場合は，前項の通知を

受けた日の翌日から起算して２日以内（市の休日を除く。）に，その理由について書

面で問い合わせることができる。 

(5) 落札候補者が提出期限内に第１号に定める確認書類を提出しないときは，当該落

札候補者のした入札は効力を失う。 

 

１０ 契約書作成：要する。 

 

１１ 入札の無効 

(1) 次に掲げるものに該当する場合は，当該入札者の入札を無効とする。 

① 一つの封筒に２枚以上の入札書をいれた入札 

② 一般書留郵便，簡易書留郵便以外で郵送された入札 

③ 指定された封筒以外の封筒を使用した入札 

④ 指定封筒に入札の件名又は差出人名が記載されていない入札 

⑤ 入札書以外のものを同封した入札 

⑥ 入札書に記載された案件名が不明瞭で判読できない入札 

⑦ 封筒に記載された案件名と入札書の案件名が異なる入札 

⑧ 入札書の金額を訂正した入札  

⑨ 代表者の記名押印がない入札 

⑩ 入札に際して虚偽又は不正の行為があったとき 

⑪ 明らかに談合によると認められる入札又は談合の疑いが払拭出来ない入札 

⑫ その他，入札に関する条件に違反したとき 

(2) 前号の⑩に該当する場合には，当該案件に係る当該入札者のその後の入札を無効

とすることがある。 

(3) 入札参加保留又は入札参加停止期間中である者など，入札時点において第１項及

び入札公告の条件に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。 
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１２ 入札の中止等 

(1) 入札参加者が談合し，又は不正不穏の行動をするなど，入札を公正に執行するこ

とができないと認められるときは，入札の執行を中止、延期又は取り止めることがあ

る。 

(2) 市が必要と認めるときは入札を中止，延期又は取り消しをすることができる。こ

の場合において入札とは，公告から落札の決定までをいう。 

(3) 前号において，当該入札のために要した費用を市に請求することはできない。 

 

１３ 異議の申立ての制限 

入札を行った者は入札後，宇都宮市契約規則，仕様書，見本品等についての不明を理

由として異議を申し立てることはできない。 

 

１４ 同価入札 

  落札候補者となるべき価格と同一価格の入札をした者が２者以上になった場合には，

当該入札者に連絡を取り，別に指定する日時及び場所において，くじにより入札参加資

格審査の審査順位を決定するものとする。 

  審査順位が第１位の者の入札参加資格審査（事後審査）を実施し，参加資格を満たし

ている場合は，落札者に決定する。満たしていない場合は，次順位者の資格を審査し，

落札者が決定するまで繰り返し行うものとする。 

なお，当該入札者のうち，くじを引かない者があるときは，これに代えて当該入札に

関係のない職員がくじを引くものとする。 

 

１５ 最低制限価格制度 

(1) 予定価格が１件１３０万円を超える印刷物等の製造請負を対象として実施する。  

(2) 開札において，入札価格が比較価格に対する最低制限価格未満の入札は，失格とす

る。 

(3) 予定価格の制限の範囲内の価格で，かつ最低制限価格以上の価格で入札を行った者

の中で，最低の価格で入札した者を落札候補者とする。 

(4) すべての入札価格が比較価格に対する最低制限価格未満のときは，不調とする。 

 

１６ その他 

(1) 入札に関し，入札執行前に談合情報が寄せられた場合，当初の予定どおり入札を執

行し，その結果，情報どおりの事業者が最低価格者となった場合には，落札を保留し，

当該入札参加者を対象に事情聴取を行う。  

調査の結果，談合の事実が確認されれば，当該入札を無効とする。また，談合の事

実が確認されなくても，当該入札を無効とすることがある。  

(2) 地元事業者育成の観点から，下請を必要とする場合は，可能な限り宇都宮市内の事

業者へ発注するように努めること。  

 (3)供給者等は，契約の履行に当たり，供給者等が暴力団員等から不当な介入を受けた

場合は，断固としてこれを拒否するとともに，不当介入があった時点で必ず速やかに

警察署に通報し，捜査上必要な協力を行い，市の発注担当課に報告を行うこと。 

なお，供給者等が暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず，本市への報告や警
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察への通報を怠った場合には，入札参加停止の対象となる。 

 


